
第 12 回 宮崎海岸侵食対策検討委員会資料修正内容 

 

 

資料 12-Ⅰ 大炊田地区及び動物園東地区に整備する埋設護岸へのサンドパックの適用

について 

 

＜指摘事項＞ 

委  員 ：大炊田地区付近は内陸の方が標高は低く、海側に近づくほど砂丘の高さは高

くなっている場所がある。そういう場所では、浜崖位置が後退すると砂丘の

高い箇所がなくなり、津波等の影響を考えると防災上の大きな問題となるこ

とから、砂丘の一番高い箇所の侵食を防ぐということが重要である。そのた

め、砂浜の変化のイメージ図(資料 12-Ⅰp46)について、浜崖位置の後退と

ともに砂丘の頂部の高さも低くなることがわかる図にすることが必要である。 

 

 

 

資料 12-Ⅱ 侵食対策による効果・影響を評価する手法及び調査結果を踏まえた年次評価(案)

について 

 

＜指摘事項＞ 

委  員 ：計画検討の前提条件の評価(案)(資料 12-Ⅱp37、38)の課題等の欄に、ネダ

ノ瀬の波浪観測データの蓄積が 3 年間であり少ないとの記述がある。それ以

外の地点でも波浪観測は行われており、古い観測データは蓄積されているは

ずだが、このような他の観測地点のデータとの関連性を検討し、活用するこ

とはできないか。ネダノ瀬の観測データのみで検討するのであれば、7～8

年後もデータは 10 年分しか蓄積されず、30 年確率波の検討等にはデータ

不足となる。これについてはどのような対応を考えているのか。 

 

事 務 局 ：宮崎海岸前面のネダノ瀬の観測データについては、宮崎海岸の計画波との比

較のほか、宮崎港沖観測地点や細島港観測地点の波浪データとの比較も実施

している。一方、宮崎海岸前面の波浪観測はネダノ瀬観測地点のみであり、

この地点でのデータの蓄積は 3 年間であることから、そのことに特化した記

述にしていた。誤解を招かないように評価票の記述を修正する。 

 

 

 



資料 12-Ⅰ 修正箇所 

 委員会時の資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

資料 12-Ⅱ 修正箇所 

 委員会時の資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修正  
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